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（目的） 

第１条 この規程は、学校法人享栄学園（以下「学園」という。）公的研究費運

営管理規程第13条の規定に基づき、学園における科学研究費補助金（以下「科

研費」という。）の取り扱いについて定めることを目的とする。  

２ 科研費の取り扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律（昭和30年法律第179号）、同法施行令（昭和30年政令第255号）、科学研

究費補助金取扱規程（昭和40年文部省告示第110号）、文部科学省又は独立行政

法人日本学術振興会（以下「日本学術振興会」という。）が定める規則その他

の法令等に定めるもの（以下「法令等」という。）のほか、学校法人享栄学園

公的研究費運営管理規程及びこの規程に定めるところによる。  

（定義） 

第２条 直接経費とは、研究代表者若しくは研究分担者（以下「研究者」という。）

が交付又は配分を受ける科研費のうち、科研費の交付対象となっている研究活

動（以下「補助事業」という。）の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまと

めに必要な経費をいう。 

２ 間接経費とは、研究者が交付又は配分を受ける科研費のうち、補助事業の実

施に伴う学園の管理等に必要な経費をいう。 

（応募資格） 

第３条 科研費の応募資格を有する者は、学園において研究活動を行うことを職

務に含む者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 学園に所属する職員 

(2) その他、学校法人享栄学園公的研究費運営管理規程第３条第１項第１号に

定める最高管理責任者が応募資格を有すると判断した者 

（応募・交付申請） 

第４条 前条の応募資格を有する者は、公募要領及び審査基準に従い、科研費の

いずれかの研究種目に応募し、交付申請を行うものとする。 

２ 前項の応募、交付申請に係る事務は、鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部事務局

（以下「事務局」という。）が所管する。 

３ 事務局は、次の各号に掲げる事務を行う。 

(1) 公募要領の内容の周知 

(2) 応募書類の取りまとめ及び文部科学省又は日本学術振興会への提出 

(3) 文部科学省又は日本学術振興会からの交付内定通知の受理及び研究者への
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通知 

(4) 交付申請書類の取りまとめ及び文部科学省又は日本学術振興会への提出  

(5) 文部科学省又は日本学術振興会からの交付決定通知書の受理及び研究者へ

の伝達 

(6) 文部科学省又は日本学術振興会から送金される科研費の受領  

４ 最高管理責任者は、交付内定を受けた補助事業について交付申請を行う場合

には、研究代表者が作成した誓約文書（補助条件等を遵守し、不正行為を行わ

ない旨の確認書）を必ず徴収しなければならない。この場合において提出され

た誓約文書は、事務局において保管するものとする。 

（交付申請書の記載内容の変更） 

第５条 研究者は、次の各号に掲げる事由により交付申請書の記載内容を変更す

る必要が生じた場合には、直ちに事務局に通知し、法令等の定めるところによ

り、速やかに最高管理責任者宛に必要書類を提出しなければならない。  

(1) 翌年度への科研費の繰越 

(2) 科研費の使用内訳の変更 

(3) 補助事業の廃止 

(4) 研究者の所属する研究機関の変更 

(5) 研究代表者の応募資格の喪失 

(6) 研究代表者の交替 

(7) 研究分担者の応募資格の喪失 

(8) 研究分担者の変更 

(9) 研究代表者の出産休暇又は育児休業による補助事業の中断  

２ 前項の場合において必要のあるときは、法令等の定めるところにより、未使

用の科研費を返却するものとする。 

（分担金の配分） 

第６条 研究代表者は、学園以外の研究機関に所属する研究分担者がいる場合に

は、科研費受領後、法令等の定めるところにより、当該研究分担者が使用する

直接経費及び直接経費の100分の30に相当する間接経費（以下「分担金」という。）

を、当該研究分担者に配分しなければならない。 

２ 前項の分担金の配分は、研究代表者の申出により、事務局が学校法人享栄学

園公的研究費運営管理規程第３条第１項第２号に定める統括管理責任者の承認

を得て、当該研究分担者の所属する研究機関に対して、その額を通知するとと

もに送金することを以って行う。 

（直接経費の管理） 

第７条 研究者は、法令等の定めるところにより、直接経費の管理を学園に委任

しなければならない。 
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２ 最高管理責任者は、前項の委任を受けた直接経費の管理を、統括管理責任者

に行わせるものとする。 

３ 統括管理責任者は、前項により管理することとなった直接経費を適切な名義

者の銀行口座等に預貯金する等により、適正に管理しなければならない。この

場合において当該預貯金から生じた利息は、補助事業の遂行に使用するものと

する。 

４ 統括管理責任者は、必要に応じて前項の預貯金口座を解約することができる。 

（直接経費に係る事務） 

第８条 直接経費の経理事務は、法令等及び学園の諸規程に基づき、研究者ごと

に収支に関する帳簿（収支簿）を用いて費目（物品費、旅費、人件費・謝金、

その他）ごとの収支管理を行うことを通して適正に行わなければならない。  

２ 設備、備品又は図書（以下「設備等」という。）の発注、契約、検収及び支

払いについては、学校法人享栄学園物件調達規程の定めるところによるものと

する。 

３ 補助事業に係る出張の場合の旅費支払いについては、学校法人享栄学園職員

旅費規程の定めるところによるものとする。この場合、航空機関利用のときに

は搭乗券の半券を、海外出張のときにはパスポートの写し（出入国がわかる箇

所）をそれぞれ提出しなければならない。 

４ 研究者が臨時的業務若しくは短時間業務のために研究支援者又は学生等（以

下「臨時職員」という。）を雇用する場合には、稟議決裁を得なければならな

い。 

５ 学校法人享栄学園公的研究費運営管理規程第３条第１項第３号に定めるコン

プライアンス推進責任者は、前項の場合には、研究者の臨時職員に対する指示・

監督の状況及び臨時職員の勤務の状況を、厳格かつ公正に管理・指導しなけれ

ばならない。 

６ 補助研究者は、助事業への協力（資料整理、実験補助、翻訳、校閲、専門的

知識の提供、アンケート配布・回収、研究資料の収集等）をする者に対する謝

金について、事前に稟議決裁を得た場合には、謝金を支出することができる。

この場合において諸金を受けるものの交通費等の経費は、謝金に含めることが

できるものとする。 

７ 会議費（会場貸借料、茶菓子代等）を支出する場合には、証憑書類とともに、

開催日時、会場、出席者氏名、人数、会場の内容等を明記した議事要旨を提出

しなければならない。 

８ 食事代（アルコール類を除く。）の支出は、会議、シンポジウム等開催時に

限るものとする。 

（直接経費の使用期間） 
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第９条 研究者は、直接経費受領前であっても、新規の研究課題については内定

通知受領後直ちに、継続の研究課題については４月１日から、それぞれ研究を

開始し、必要な契約等を行うことができる。 

２ 前項の場合、必要な経費を直接経費受領後に支出し、又は学園が立て替えて

直接経費受領後に清算するものとする。 

３ 補助事業に係る物品の納品、役務の提供等は、補助事業を行う年度の３月31

日までに終了し、これに係る支出は、実績報告書の提出期限（翌年度の５月31

日）までに行わなければならない。 

（直接経費の使用制限） 

第１０条 特定領域研究、新学術領域研究、特別研究促進費、特別推進研究、基

盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研究、研究活動スタート支援及び特別研究員奨

励費の直接経費は、次の各号に掲げる経費として使用してはならない。 

(1) 建物等の施設に関する経費（直接経費により購入した物品を導入すること

により必要となる軽微な据付等のための経費を除く。） 

(2) 補助事業遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費  

(3) 研究代表者又は研究分担者の人件費・謝金 

(4) その他、間接経費を使用することが適切な経費 

２ 直接経費は、次の各号に掲げる場合を除き、他の経費と合算して使用しては

ならない。 

(1) 補助事業に係る用務と他の用務とを合わせて１回の出張をする場合におい

て、直接経費と他の経費の使用区分を明らかにした上で直接経費を使用する

とき。 

(2) 補助事業に係る用途と他の用途とを合わせて１個の消耗品等を購入する場

合において、直接経費との他の経費との使用区分を明らかにした上で直接経

費を使用するとき。 

(3) 直接経費に他の経費（委託事業費、私立大学等経常費補助金、他の科研費

及び間接経費等、当該経費の使途に制限ある経費を除く。）を加えて、補助

事業に使用するとき。 

（設備等の寄付） 

第１１条  研究者は、直接経費によって学園物件調達規程で定める設備、備品又

は図書（雑誌、小冊子等の消耗図書を除く。）を購入した場合には、直ちに学

園に寄付しなければならない。ただし、直ちに寄付することにより研究上の支

障が生じる場合であって、当該研究者が寄付の延期について文部科学大臣の承

認を得たときには、当該寄付が延期された時期に、また、直ちに寄付すること

により研究上の支障が生じる５万円未満の図書のときには、研究上の支障がな

くなる時に、それぞれ寄付するものとする。 
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２ 学園は、前項の設備等を寄付した研究者が他の研究機関に所属することにな

った場合であって、当該研究者が新たに所属することとなる研究機関において

当該設備等を使用することを希望するときには、当該設備等を研究者に返還す

る。ただし、返還に要する費用が生じた場合、学園は、これを負担しない。  

３ 前条第２項第３号によって研究者が設備等を購入した場合の寄付については、

第１項を準用する。ただし、当該研究者が他の研究機関に所属することとなっ

たときには、前項の規定にかかわらず、寄付された施設等を返還しない。  

第１２条 研究者は、法令等の定めるところにより、科研費受領後速やかに、間

接経費を学園に譲渡しなければならない。 

２ 最高管理責任者は、前項による間接経費の譲渡を受け入れ、研究者の研究環

境の改善及び学園全体の研究機関としての機能の向上に資するため、法令等に

定める主な使途の例示等を参考に、その責任において公正・適正かつ計画的・

効率的にこれを使用するものとする。 

３ 間接経費（補助金分）は、交付を受けた年度の３月31日までに使用し、支出

は直接経費の支出期限（翌年度の５月31日）までに行わなければならない。 

４ 各年度の間接経費の使用実績は、法令等の定めるところにより、翌年度の６

月30日までに文部科学省に報告しなければならない。 

（間接経費に係る事務） 

第１３条 研究者は、前条第１項により間接経費の譲渡を行った他の研究機関に

所属することとなった場合又は他の研究機関の研究者に交替することとなった

場合であって、直接経費の残額があるときには、直接経費の残額の100分の30に

相当する額の間接経費を当該研究者に返還しなければならない。  

２ 事務局は、前項による間接経費の返還は、研究者の申出により、統括管理責

任者の承認を得て、当該研究者が新たに所属することとなる研究機関（交替す

る場合にあっては、新たに研究者となるものが所属する研究機関）に対して、

その額を通知するとともに、送金することを以って行う。 

３ 第１項において当該研究者が間接経費を受け入れない研究機関に所属するこ

ととなる場合には、法令等の定めるところにより、文部科学大臣の承認を得る

とともに、未使用の間接経費を返還する。 

（科研費に係る報告） 

第１４条 研究代表者は、法令等の定めるところにより、期日までに補助事業の

実績、成果等を報告しなければならない。 

２ 事務局は、前項の報告の適正な遂行に資するため、次の各号に掲げる事務を

行う。 

(1) 研究代表者に対して実績報告書等の作成を求め、必要書類を取りまとめて

翌年度の５月31日までに文部科学省又は日本学術振興会に提出すること。 
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(2) 研究計画の最終年度に当たる研究代表者に対して研究成果報告書等の作成

を求め、必要書類を取りまとめて翌年度の６月20日から６月30日までの間に

文部科学省又は日本学術振興会に提出すること。当該提出期限までに研究成

果報告書を取りまとめることができない場合には、研究代表者に研究経過報

告書の作成を求め、これを当該提出期限までに文部科学省又は日本学術振興

会に提出するとともに、研究成果報告書の作成を督促し、これができ次第文

部科学省又は日本学術振興会に提出するものとする。 

(3)研究代表者が補助事業の成果を新聞、書籍、雑誌等において発表した場合、

又は特許を取得した場合には、その都度、研究代表者に研究成果発表報告書

等の作成を求め、文部科学省に報告すること。 

(4)各年度の科研費応募の際に、「研究機関における公的研究費の管理・監査の

ガイドライン（実施基準）」（平成19年２月15日文部科学大臣決定）に基づ

く体制整備等の自己評価チェックリストを作成し、文部科学省又は日本学術

振興会に提出すること。 

(5) その他、法令等の定めるところにより、科研費に関して文部科学省又は日

本学術振興会に提出、報告等が求められる事項に係る事務 

（関係書類の整理・保管） 

第１５条  事務局は、次の各号に掲げる関係書類を整理し、補助金の交付を受け

た年度終了後５年間これを保管しなければならない。 

(1) 文部科学省及び日本学術振興会に提出した書類の写し 

(2) 文部科学省若しくは日本学術振興会から送付された書類 

(3) 直接経費の管理に関する書類 

ア 収支簿 

イ 預貯金通帳等 

ウ 直接経費が適正に使用されたことを証明する書類（稟議書、予算執行依

頼書、領収書、見積書、納品書、請求書、契約書、請書、出張申請書、出

張申請書受理・承認書、出張旅費精算・請求書、出張報告書、出勤簿、会

議録、送金記録等） 

(4) 間接経費の使用に関する書類 

ア 間接経費が適正に使用されたことを証明する書類（稟議書、予算執行依

頼書、領収書、見積書、納品書、請求書、契約書、請書、出張申請書、出

張申請書受理・承認書、出張旅費精算・請求書、出張報告書、出勤簿、会

議録、送金記録等）  

イ 研究者からの間接経費の譲渡を記録した書類 

ウ 研究者への間接経費の返還を記録した書類 
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（補則） 

第１６条  この規程に定めるもののほか、科研費の取扱いに関して必要な事項は、

学校法人享栄学園公的研究費運営規程第６条第１項に定める防止計画推進委員

会の上申を受けて、最高管理責任者が定める。 

（規程の改廃） 

第１７条  この規程の改廃は、最高管理責任者の上申及び常任理事会の議を経て、

理事長がこれを行う。 

 

附 則 

この規程は、平成25年１月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成27年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 27 年４月１日から施行する。  

 

 


